
資料３

次期一斉改選に関するスケジュール（令和６年 12 月末時点）

※１ 34の地区民生委員児童委員協議会（民児協）があり，全ての委員は担当地域の民児協に所属している。また，地区民
児協の連合組織として旭川市民生委員児童委員連絡協議会（民児連）がある。

※２ 民生委員の候補者の選出等を行うことを目的として，一斉改選時期限定で各地区において町内会・市民委員会等が中心
となり設置する組織

＜市＞ 【附属機関】 ＜地区＞

民児協（※１）
推薦準備会（※２）

社会福祉審議会
民生委員審査専門分科会

（社福審）

民生委員推薦会
（推薦会）
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7-8
地区割・定数希望調査
（＠民児協）

9-11

〇調査結果の整理
〇民児連（※１）との
協議

〇定数変更案の作成

12
〇定数変更案の審議
〇審査方針の決定
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1
〇推薦要領の決定
〇推薦準備会設置要
領の審議

2
○推薦要領等の周知
○改選に係る協力を市
民委員会等に依頼

3 〇条例改正

4-7
〇推薦準備会設置要
領の制定

〇推薦準備会の設置
→候補者選出・整理
→推薦会に内申

8
〇内申者の集約・推薦
要領に基づき精査
→市に推薦

9

〇社福審に推薦者の
審査を依頼

〇審査方針に基づく
推薦者の調査審議
→市への意見具申

〇国（厚生労働大臣）
に対し候補者推薦
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12 厚生労働大臣が民生委員を委嘱（12/1）


